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　町、県の人権教育啓発基本計画で、解決しなければならない人
権問題の一つとして「拉致問題その他北朝鮮による人権侵害」を
とりあげています。拉致被害者として政府が認定しているのは17
人です。最初の事件は1977（昭和52）年に起きています。25年後
の2002（平成14）年、平

ピョンヤン
壌で行われた日朝首脳会談で、北朝鮮側

が初めて当局による日本人の拉致を認め、政府認定の日本人拉致
被害者17人のうち、５人とその家族の帰国が実現しました。そ
の日から20年が経過しました。しかし、残りの人たちは、現在
も安否に関して北朝鮮側から納得のいく説明はなされていませ
ん。この他にも拉致された可能性が否定できないケースがあります。
2014（平成26）年に国連調査委
員会は北朝鮮政府による拉致問

題をはじめとする人権侵害を「人道に対する罪」と認定する報告書を
発表しています。未だに解決していないこの問題への関心を持ち続け、
認識を深めていきましょう。町図書館にも拉致問題に関連する図書が
あります。お問い合わせください。

あれから20年「拉
ら
致
ち
問題」を考える

～北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　　　　（12月10日から16日）に～
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本
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で
は
、
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童
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思
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の

育
成
を
目
指
し
た
教
育
活
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行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
豊
か
に
自
分
の
思
い
や
考

え
を
伝
え
合
え
る
よ
う
に
菊
陽
中
校
区
の
学
校
と
オ
ン

ラ
イ
ン
に
よ
る
交
流
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
菊

陽
北
小
や
菊
陽
南
小
と
は
外
国
語
科
で
対
話
活
動
を
、

菊
陽
中
と
は
委
員
会
同
士
の
交
流
を
す
る
な
ど
、
活
動

も
活
発
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
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　1948（昭和23）年12月10日、第３回国際連合総会で「すべての人
と国が達成しなければならない共通の基準」とし「世界人権宣言」が
採択されました。「世界人権宣言」は基本的人権尊重の原則を定めた
もので、人権保障の目標・基準を国際的に示した画期的なものです。
採択された12月10日は「人権デー（H

人
uman R

権
ights Day）」と定めら

れています。
　日本では1949（昭和24）年から毎年、「世界人権宣言」が採択され
た日までの１週間を「人権週間」としています。今年で、74回目に
なります。
　県では、今年度から世界人権デーを最終日とする１カ月（11月10

日～12月10日）を「熊本県人権
月間」として定めました。町では
11月21日㈪～12月９日㈮「人権
啓発標語・ポスター展」を中央公
民館と光の森町民センターで開催
しています。保育園児・小中学生の人権への思いがこめられています。
子どもたちと共に、人権について考える機会にしましょう。

「第74回人権週間」（12月４日㈰～10日㈯）

昨年の人権啓発標語・ポスター展

「誰か」のことじゃない


